
  

 

 

準会員入会申込書 

この度は、一般社団法人日本カサンドラ支援協会（以下「本協会」という）の理念および目的へご賛同、ま

たはご入会を検討頂き、誠にありがとうございます。 

本協会ご入会のお申込みに際しまして、本協会の会員規定をご熟読の上ご記入ご捺印いただき、下記口座へお

振込後、振込受領書のコピーを添えて、本協会へご郵送くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

                                                 

＜会員規定＞に承諾したことをここに署名いたします。 

 

 

 

※個人情報保護法により、会員登録および会員へのサービス提供以外 

の使用を致しません。詳しくはＨＰプライバシーポリシーにて。 

【送付先】 

〒460-0017愛知県名古屋市中区松原 2-2-29 ＵＨ5-1401  

お問い合わせ TEL 052-228-0674 

 

 

 

会員 NO. 

        
 

ふりがな  Twitterネーム 

お名前                   印 ＠ 

生年月日       年   月   日 性別 □ 男   □ 女  

ご住所 

〒 

お電話 
ご自宅 携帯 

アドレス 
PC 携帯 

ご職業 
又は資格 

家族構成 
大人 

小人 
趣味 

 

※太枠の中のみご記入くださ

い 

代表理事印 担当者印 入金確認 

   

 

一般社団法人日本カサンドラ支援協会 

代表理事 天野 由美子 

http://jacsa.org 

振込口座 

＜ゆうちょ銀行＞ 

記号 12020 番号 05766131 

ｼﾔ)ﾆﾎﾝｶｻﾝﾄﾞﾗｼｴﾝｷｮｳｶｲ 

＜他行より＞ 

【店名】二〇八 （ニゼロハチ） 

【店番】208 普通預金 

【口座番号】0576613 

一般社団法人日本カサンドラ支援協会 

Japan Cassandra Support Association 

 

お申込日 

西暦    年  月  日 

 

JACSA 

西暦 

昭和 

平成 

  年  月  日 



＜会員規定＞ 

（総則） 

第1条 この規定は、一般社団法人日本カサンドラ支援協会定款（以下「定款」という）第 2章、第 5条に基

づき、会員制度について定める。 

（会員の種別） 

第2条 当法人の会員の種別は、定款第 5条に定める通り、社員、一般会員、準会員、および賛助会員で構成

する。 

（資格要件） 

第3条 会員資格要件は、次の通りとする。 

一般会員は、カサンドラ症候群から回復し、当法人の認定を受けた相談員として当法人に入会した者とする。 

準会員は、カサンドラ症候群の方々又はカサンドラ症候群の方の支援の志のある方で、当法人に入会した者と

する。 

賛助会員は、この法人を賛助し、当法人の事業をサポートすることを主として入会した団体又は法人とする。 

（会員心得） 

第4条 会員は互いに学び合う精神でつながり、当法人の活動で知り得た情報についてはその秘密を遵守し、

収益を追求せず社会支援することを旨とする。 

（入会申込） 

第5条 入会を希望する者は、当法人指定の入会申込書を本事務局に送付するものとする。 

会費の入金をもって当法人に賛同することとし、理事会はこれを認める。 

（入会金・会費） 

第6条 当法人の会員は、以下の通り会費を納めなければならない。振込手数料は会員負担とする。 

（1） 一般会員 年会費    12,000円 

（2） 準会員  年会費     6,000円 

（3） 賛助会員 年会費（一口）20,000円 

2 当法人の会費は年会費制とし、原則として、当法人の請求に基づき前納一括納付するものとする。 

（会費等の返還） 

第7条 本会は、定款 8条に規定されている退会及び第 9条に規定されている除名などの会員資格の喪失に際

し、既に納付された会費等については、その理由を問わず、これを返還しないものとする。 

（会員資格の取得） 

第8条 会員は、入会手続きを経て、年会費の納入が確認された後、会員登録される。入会日は登録日とする。 

（有効期間） 

第9条 本規定に基づく会員期間は、登録月の翌月 1日から 1年間とし、以降は入金をもって継続とする。 

（変更の届け出） 

第10条 会員は、その名称、住所、連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の

変更手続きを行うものとする。 

2 会員が本規定第 10条第 1項の変更届出を行わなかったことにより不利益を被った場合でも、当法人はその責

任を負わないものとする 

（退会・会員資格の喪失） 

第11条 退会を希望する者は、定款第 8条に基づきいつでも退会することができる。また、当法人の会員継続

を行わないことで退会とすることができ、退会をもって会員資格の喪失とする。 

2 定款第 9条に基づき、会員が当法人の名誉を毀損し若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、定款そ

の他の規定に違反したときは、社員総会の決議によりその会員を除名することができ、会員資格の喪失とする。 



（サービスの利用） 

第12条 会員は、当法人の提供する以下のサービスを利用することができる。 

（1） 「日本カサンドラ支援協会認定相談員」の資格認証に関する研修の受講等。 

（2） カサンドラ支援へのソーシャルビジネスに関する研修の受講等。 

（3） 当法人のセミナー及びイベントへの参加。 

（4） 「会報」及び情報提供。 

（5） 当法人からの有料配布物の会員価格での購入 

（著作権） 

第13条 本規定第 12条のサービスによって提供される情報の著作権は当法人に帰属する。 

（情報の二次使用権） 

第14条 本規定 12条のサービスによって提供される情報は、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他のい

かなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止する。 

（補足） 

第15条 本規定に定めがなく、実施上補足を要する事項については、その都度社員総会の定めるところによる。 

（附則） 

本規定は 2017年 8月 1日から施行する。 

 

一般社団法人日本カサンドラ支援協会 


